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１ 研修員等受入事業 

 
１ 海外研修員とやま魅力体験事業 

昭和 49 年度から令和４年度まで、「海外技術研修員受入事業」を実施し、開発途上国等に対する

技術協力事業の一環として、技術の修得及び県民とのふれあいを通じて、開発途上国等の発展に貢

献しうる人材の育成を図るとともに、国際親善の増進に寄与することを目的に、26か国421 名の研

修員を受け入れました（令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症の影響で受け入れなし）。 

官民協働レビューの結果を受け事業内容を見直し、令和５年度からは「海外研修員とやま魅力体

験事業」として、技術研修に加え、富山研修・文化体験を行うことで、富山愛好家を海外に広める

ことを目的に実施しており、令和５年度は２名を受け入れました。 

 

２ 富山県多文化共生推進研修員受入事業 

平成21年度から平成23年にかけて、ブラジル・サンパウロ州より教育経験のある人材を受け入

れ、ブラジル人の特に多い高岡市の小学校に多文化共生推進研修員として配置しています（H21～H23

で計3名の受入れ）。また、平成24年度からは(一財)自治体国際化協会が実施する自治体職員協力

交流事業を多文化共生推進研修員受入事業に活用しています（H24～R4で計９名の受入れ）。令和５

年度は自治体職員協力交流事業を活用せずに１名を受け入れました。研修員の日本の教育制度の修

得とともに、教育現場で、多文化共生に配慮した外国籍児童への学習支援を目的としています（令

和２、３年度は新型コロナウイルス感染症の影響で受け入れなし）。 

   

 

３ 富山県協力交流研修員受入事業（P.175を参照） 

   平成８年度に、総務省（当時 自治省）と(一財)自治体国際化協会(CLAIR)が共同で支援する「自

治体職員協力交流事業」が創設されました。この事業は、海外の地方自治体等の職員を日本の地方

自治体が受け入れ、そのノウハウ、技術等を習得するとともに、地方自治体の国際化施策への協力

を通じて地域の国際化を推進することを目的としています。 

本県では平成８年度よりこの事業を活用し、令和４年度までに６ヶ国から46名を協力交流研修員

（うちH24～R4の計９名は兼多文化共生推進研修員）として受け入れています（令和２、３年度は

新型コロナウイルス感染症の影響で受け入れなし）。 
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◎研修員等の受入状況

　　（とやま研修員、海外技術研修員、多文化共生推進研修員、協力交流研修員含む）
（単位：人）

国
別

年
度

49 3 (2) 1 (1) 1 5 (3)

50 3 (2) 2 (2) 1 6 (4)

51 8 (5) 1 (1) 9 (6)

52 6 (4) 1 (1) 2 (1) 9 (6)

53 7 (4) 1 1 9 (4)

54 5 (2) 1 2 (2) 1 9 (4)

55 5 (2) 1 (1) 2 (2) 1 9 (5)

56 5 (3) 1 2 (1) 1 9 (4)

57 5 (5) 1 2 1 9 (5)

58 3 (3) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 2 1 (1) 10 (8)

59 5 (1) 1 (1) 2 2 (1) 1 (1) 11 (4)

60 5 (4) 1 (1) 2 1 2 (1) 11 (6)

61 6 (3) 1 2 2 (1) 1 12 (4)

62 6 (4) 1 (1) 2 2 1 12 (5)

63 6 (3) 1 2 2 1 1 13 (3)

H元 6 (3) 1 (1) 2 2 1 1 13 (4)

2 6 (6) 1 (1) 2 1 2 1 13 (7)

3 6 (4) 1 2 2 1 1 13 (4)

4 6 (3) 1 2 1 2 1 1 (1) 14 (4)

5 4 (2) 1 (1) 2 2 1 1 2 1 1 1 16 (3)

6 5 (4) 1 (1) 3 (2) 2 (1) 1 1 1 1 1 (1) 16 (9)

2 (1) 2 (1)

6 (5) 1 3 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 1 1 16 (9)

1 1 2

6 (4) 1 3 (2) 2 2 2 (1) 1 17 (7)

9 5 (5) 3 (2) 3 (2) 1 4 (1) 1 1 18 (10)

10 3 (3) 1 (1) 1 4 (3) 3 1 2 (2) 1 16 (9)

11 4 (4) 1 (1) 4 2 2 1 14 (5)

12 4 1 (1) 1 1 (1) 2 (1) 2 (2) 1 12 (5)

13 3 (3) 1 (1) 1 4 (3) 2 2 1 14 (7)

14 3 (2) 1 1 2 (1) 2 2 (2) 1 12 (5)

15 3 (2) 1 (1) 2 (1) 4 (1) 1 1 2 (1) 14 (6)

16 3 (3) 1 (1) 1 (1) 4 (1) 2 (1) 2 13 (7)

17 2 (2) 1 (1) 1 3 (1) 2 9 (4)

18 2 (2) 1 (1) 4 (3) 1 8 (6)

19 1 1 (1) 2 (1) 1 5 (2)

20 1 3 (3) 1 (1) 5 (4)

21 2 (2) 3 (1) 1 6 (3)

22 1 (1) 3 (2) 1 (1) 5 (4)

23 1 (1) 1 (1) 3 (1) 1 6 (3)

24 2 3 (1) 1 6 (1)

25 2 (2) 3 (3) 1 (1) 6 (6)

26 1 (1) 1 3 (2) 2 (2) 7 (5)

27 2 (1) 3 1 (1) 6 (2)

28 2 (1) 3 (1) 1 (1) 6 (3)

29 2 (2) 3 (3) 1 (1) 6 (6)

30 2 3 (1) 1 (1) 6 (2)

R元 2 (1) 3 (1) 1 (1) 6 (3)

2 0

3 0

4 1 1 1 3

5 2 1 (1) 3 (1)

2 (1) 1 1 4 (1)

179 (116) 35 (22) 4 (1) 62 (22) 7 98 (39) 4 (2) 7 (2) 1 1 5 1 1 1 2 38 (17) 2 1 1 3 2 (1) 1 2 12 (5) 1 1 1 473 (226)

注） （　）は女性（内数）。上段外書きは再研修員。
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大学等が独自に実施するの奨学金事業等の実施状況

（令和6年5月1日現在）

機関名 奨学金等名称 支給額

富山大学五福キャンパス国際交流事業基金外国人留学生への奨学事業 50,000円

富山大学五福キャンパス国際交流事業基金大学院外国人留学生奨学援助事業
修士課程：20,000円
博士課程：30,000円

富山大学杉谷（医薬系）キャンパス国際交流基金外国人留学生奨学援助事業
修士課程：21,000円
博士課程：30,000円

富山大学経済学部国際交流推進事業資金（外国人留学生への奨学事業） 20,000円

富山大学経済学部国際交流推進事業資金（協定校等との交流に関する支援事業） 20,000円〜40,000円

 富山県立大学外国人留学生住居費補助金
住居費月額のうち、留学生負担月額の2分の１
で、千円未満の端数を切り捨てた額。ひと月の補
助上限額は10,000円。

遼寧省招聘留学生奨学金 170,000円

富山県立大学外国人留学生奨学金
博士：月額30,000万円
修士：月額20,000万円

富山国際大学 富山国際大学外国人留学生にかかる奨学制度 20,000円

富山高等専門学校 富山高等専門学校私費留学生奨学金 40,000円

富山大学

富山県立大学
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＜県費留学生の受入状況＞

南
米

中
国

ロ
シ
ア

イ
ン
ド

27 (22) 19 (15) 7 (6) 1 (1) 12 (9) 2 (2) 10 (7) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 42 (34)

5 2 1 1 2 (2) 2 (2) 2 4 (2)

6 2 2 1 2 2 3 3 5

7 2 3 2 2 (1) 2 (1) 3 (1) 3 (1) 2 7 (2)

8 2 2 2 3 (2) 2 (1) 1 (1) 2 (1) 2 (1) 1 (1) 6 (4)

9 2 3 2 3 (2) 2 (1) 1 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (2) 7 (5)

10 2 2 1 (1) 1 (1) 2 2 1 4 (1)

11 1 3 1 1 1 2 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 5 (3)

12 1 2 2 1 (1) 1 (1) 2 2 1 (1) 1 (1) 5 (3)

13 3 2 2 (1) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 5 (4)

14 2 3 2 3 (3) 3 (3) 2 2 2 (2) 7 (5)

15 1 3 1 3 (1) 3 (1) 2 (1) 2 (1) 5 (2)

16 1 3 1 3 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 5 (4)

17 1 2 1 3 (3) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 4 (4)

18 1 1 1 2 (2) 2 (2) 1 1 3 (2)

19 1 2 1 1 1 1 (1) 1 (1) 2 (2) 4 (3)

20 1 2 1 1 1 1 (1) 1 (1) 2 (2) 4 (3)

21 1 2 1 3 (2) 2 (1) 1 (1) 1 1 4 (2)

22 0 2 1 2 (2) 2 (2) 1 1 3 (2)

23 1 2 1 2 (1) 2 (1) 1 1 1 4 (1)

24 1 2 1 3 3 1 (1) 1 4 (1)

25 1 2 1 3 (2) 3 (2) 1 1 4 (2)

26 1 2 1 3 (3) 3 (3) 1 4 (3)

27 1 2 1 2 (1) 1 (1) 1 1 1 1 (1) 4 (2)

28 1 2 1 3 (2) 3 (2) 1 (1) 1 (1) 4 (3)

29 1 2 1 3 (3) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 4 (4)

30 1 2 1 1 4 (4) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 5 (5)

令和元 1 2 1 3 (2) 3 (2) 1 1 4 (2)

2 1 1 1 3 (3) 3 (3) 3 (3)

3

4 1 1 1 1 1 1 2

5 1 1 1 1 1 1 2

計 73 61 36 3 96 (68) 80 (55) 14 (11) 2 (2) 53 (25) 42 (17) 10 (7) 20 (14) 3 (3) 1 (1) 173 (111)

注）（　）内は、女性の内数

人

富山大

人人

年度

昭和39年度
～平成4年度 40 1 1

人

計
富山

国際大

人

富山
県立大

富山大

旧高岡
短大

旧医科
薬科大

人人

国名

  海外に移住している富山県出身者の子弟や友好提携先の青年を県内の大学、短大等に留学（１～２年間）さ
せ、相手国の発展と相互理解の促進に寄与しようとするもので、令和４年度までに170名を受け入れています。

 （１）　富山県県費留学生

富山
工専

人人人

旧県立
技術短

大

富山県立大
富山
短大
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（２）県内大学等留学生受入状況

(令和６年５月１日現在)
出身国（地域）・大学別外国人留学生数 単位：人

富
山
大
学

富
山
県
立
大
学

高
岡
法
科
大
学

富
山
国
際
大
学

富
山
福
祉
短
期
大
学

富
山
高
等
専
門
学
校

合
 
 
計

ア  ジ  ア 中国 180 7 6 1 194
マレーシア 21 1 22
台湾 6 6
韓国 9 2 11
ベトナム 22 1 2 25
モンゴル 4 1 5
インドネシア 17 4 2 23
インド 4 1 5
タイ 4 1 10 15
ミャンマー 3 1 4
ネパール

バングラデシュ 5 5 10
カンボジア

シンガポール 1 1
スリランカ 1 1
パキスタン 10 10
フィリピン 1 1
キルギス

ラオス 1 1
アルジェリア 1 1
エジプト 6 6
カメルーン 1 1
ベナン 1 1
ガボン 1 1
ケニア 1 1
ナイジェリア 1 1

オセアニア パプアニューギニア 1 1
ロシア 1 1
ポーランド
デンマーク
イギリス
オランダ 10 10
フィンランド 2 2
イタリア 1 1
クロアチア 1 1
スロバキア 1 1

北米 アメリカ
ブラジル 6 6
メキシコ 1 1

合計 321 21 9 5 14 370

うちアセアン地域計 70 6 1 3 12 92

区    分

アフリカ

中南米

ヨーロッパ
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(各年５月１日現在)

出身国（地域）・年度別外国人留学生数 単位：人

H15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

中 国 276 298 321 307 331 360 372 377 366 356 348 334 293 270 264 270 268 252 232 194 185 194
マ レ ー シ ア 37 37 42 46 46 51 49 47 54 54 56 54 49 46 44 36 31 25 22 21 21 22
台 湾 5 3 3 3 1 1 2 3 2 5 5 6 3 6 5 1 1 5 6
韓 国 20 20 21 20 19 20 18 19 15 20 20 17 11 14 22 27 21 10 5 5 8 11
タ イ 14 12 8 4 7 4 5 2 2 2 3 3 7 12 5 4 6 8 5 7 10 15
ﾊ ﾞ ﾝ ｸ ﾞ ﾗ ﾃ ﾞ ｼ ｭ 6 6 7 9 10 4 1 2 2 5 5 8 13 14 14 11 7 6 6 6 9 10
イ ン ド ネ シ ア 10 7 7 6 9 7 4 4 4 9 10 9 10 10 11 9 11 13 9 8 11 23
ベ ト ナ ム 8 6 7 7 9 10 12 15 19 23 21 16 13 15 32 34 40 42 38 30 28 25
ネ パ ー ル 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 7 8 6 5 2 1
ラ オ ス 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1
カ ン ボ ジ ア 2 1 2 1 1 1 1 1
イ ン ド 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 1 3 5 6 7 5 6 5
ス リ ラ ン カ 5 5 5 3 1 1 5 5 4 1 2 1 1 1
ミ ャ ン マ ー 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 11 25 31 24 11 4
パ キ ス タ ン 1 2 2 3 3 1 1 2 3 5 6 4 4 2 2 4 7 7 9 12 10
モ ン ゴ ル 2 1 1 2 2 2 4 6 5 7 9 8 8 9 14 20 20 10 4 3 4 5
シ ン ガ ポ ー ル 1 1 1 1 1
ブ ー タ ン 1 1 1

フ ィ リ ピ ン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 1 1
キ ルギ ス共 和国 1 1
サ ウジ アラ ビア 1

ト ル コ 1 1 1 1
シ リ ア 1 1 1
イ ラ ン 1 1 3 3 2 1 1 2 2 2 2
イ ス ラ エ ル 1

ア ル ジ ェ リ ア 1 1 1 1 1 1 1 1
ナ イ ジ ェ リ ア 1 1 1
ケ ニ ア 1 1 1 1 1 1 1
エ ジ プ ト 3 5 5 6 5 3 4 5 5 4 3 3 5 4 8 9 11 9 6 3 3 6
南 ア フ リ カ

ス ー ダ ン 2

コ ン ゴ 共 和 国 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

モ ザ ン ビ ー ク 1 1 1

セ ネ ガ ル 1 1 1 1

カ メ ル ー ン 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1
モ ロ ッ コ 1

ウ ガ ン ダ 1 1 1 1

ガ ー ナ 1 2

ベ ナ ン 2 1 1 1 1 1 1
マ ダ ガ ス カ ル 1
ブ ルキ ナフ ァソ 1 1 1 1
ガ ボ ン 1 1
ア メ リ カ 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2
カ ナ ダ 1
ブ ラ ジ ル 5 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 5 1 4 5 6
ア ル ゼ ン チ ン 1
ボ リ ビ ア 1 1 1 1
パ ナ マ

メ キ シ コ 2 1 1
パ ラ グ ア イ 1 1
ペ ル ー 1 1
ホ ン ジ ュ ラ ス 1

チ リ 1
オ ース トラ リア 1 1

パ ラ オ 1 1 1

ﾊ ﾟ ﾌ ﾟ ｱ ﾆ ｭ ｰ ｷ ﾞ ﾆ ｱ 1 1 1 1
ロ シ ア 5 5 5 8 5 7 7 6 4 5 7 2 6 6 3 4 6 4 3 2 2 1
ラ ト ビ ア 1

ウ ク ラ イ ナ 1 1 2
グ ル ジ ア 1

ウ ズベ キス タン 1 1

モ ル ド バ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ハ ン ガ リ ー 1

ギ リ シ ア

ポ ー ラ ン ド 1
デ ン マ ー ク 1 1
ス ウ ェ ー デ ン 1

イ タ リ ア 1 1 1
イ ギ リ ス 1 1 1 1 1
ア イ ル ラ ン ド

フ ィ ン ラ ン ド 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 2
ル クセ ンブ ルグ

チ ェ コ 1 1 3 1 1 1 1 1 1
ブ ル ガ リ ア 1 1 1 1

ア ル バ ニ ア 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1
ド イ ツ 1 1 1 1
ス ペ イ ン 1 1 1

フ ラ ン ス 2 1 1 1 2 1

ス イ ス 1

ル ー マ ニ ア 1

ベ ル ギ ー 1 1
ク ロ ア チ ア 1
ス ロ バ キ ア 1
オ ラ ン ダ 1 9 10

414 424 457 447 469 495 497 502 495 514 513 490 454 444 460 461 473 438 387 334 349 370

中南米

ヨーロッパ

合      計

ア ジ ア

      　　　　　年度
　出身国

北米

中 近 東

オセアニア

アフリカ
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◎ 国際交流人材バンク 

 

 公益財団法人とやま国際センターでは、県民各層の幅広い参加による国際交流活動を促進する

ことを目的に、国際交流のための人材の募集及び登録並びに紹介を行う国際交流人材バンクを設

けています。  

 

登録・紹介する人材の分野 

(１) 通訳者 

県、市町村及び国際交流団体等が実施する行事において、通訳に関して協力することがで

きる人材 

(２) 翻訳者 

県、市町村及び国際交流団体等が行う文書の翻訳に関して協力することができる人材 

(３) ホストファミリー 

県、市町村及び国際交流団体等が実施する行事等において、次に規定する方法により外国

人の受け入れに協力することができる家庭 

①ホームステイ  外国人を家庭に宿泊させ、交流を深める 

②ホームビジット 外国人を日帰りで家庭に招待し、交流を深める 

(４) 日本語指導者 

外国人に対して日本語を指導することができる人材 

(５) 海外事情紹介者 

県、市町村及び国際交流団体等が実施する行事等において、次のような海外での事例を紹

介することができる人材 

①外国の文化・習慣等を紹介することができる人材 

外国人留学生や海外長期滞在経験者など 

②国際協力活動等を紹介することができる人材  

国際協力機構等が主催する各種ボランティア事業経験者など 

 (６)  災害時外国人支援ボランティア 

   大 規模災害時に、センターの要請に基づきボランティアとして通訳・翻訳を通じた情報収

集・提供等の活動を行う。 

 

◆ 問い合わせ先 

  公益財団法人とやま国際センター 

   〒930－0856 富山市牛島新町５－５ インテックビル（タワー111）４Ｆ 

TEL 076‐444‐2500  FAX 076‐444‐2600 
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◎ 富山ファン倶楽部 
 
１ 趣旨 
  研修や留学などで富山県に滞在経験等のある中国人の人的ネットワークを構築し、会

員相互の親睦を図るとともに、富山県と中国との各分野における交流活動に協力するこ

とにより、富山県と中国との相互発展を図ることを目的に設立されました。 
 
２ 概要 

(１)  名称 富山ファン倶楽部 

(２)  事務局 富山県大連事務所 

(３)  設立日 平成 16 年５月 18 日 

(４)  代表世話人 陳 鉄城（ちん てつじょう） 

(５)  会員数 422 名（令和６年３月 31 日現在） 

遼寧省 362 名（瀋陽市 201 名、大連市 132 名、省内各市 29 名）、 

上海市 24 名、その他 36 名 

 
３ 活動内容 
(１)  総会・交流会の開催 

(２)  会員への富山県情報の提供、富山県関連行事の開催の案内 

(３)  会員間の交流の促進、会員の富山県企業等への紹介 

(４)  会員名簿の作成、更新、新規会員の加入促進 
  
◆ 問い合わせ先 

  富山ファン倶楽部事務局（富山県大連事務所） 

   〒 116011 中 国遼寧省大連市西崗区中山路 147 号 申貿大厦７Ｆ 

   TEL +86‐411‐8368‐7879  FAX +86‐411‐8368‐2919 

E-mail dalian@toyama.com.cn 

－ 145 －
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◎ 富山県大連事務所 
 
１ 趣旨 
  中国経済が目覚しく発展し、県内企業の中国進出、各種交流の拡大などが進むなか、中国に

おける県の活動拠点として、中国遼寧省の大連市に事務所を開設し、県民、企業、大学等が実

施する経済、学術・文化・スポーツなどの各種交流活動を支援しています。 
 
２ 概要 

(１)  名称 富山県大連事務所 

(２)  機能 経済交流（企業への支援、企業誘致、観光客誘致）のほか、学術文化交流、 

環境協力、留学生支援など多様な機能 

(３)  職員 ３名（日本人１名、中国人 2 名） 

(４)  開設時期 平成 16 年４月（開所式５月 21 日） 
 

【令和５年度実績】                           単位（件） 
相談形態 

電話 来所 出張(訪問) E-mail 
オンライン 

(Zoom、WeChat) 
合計 

33 86 241 119 345 824 

相談区分 

観光 経済 

教

育 

文

化 

環

境 
ファン 

クラブ 
留

学 

そ

の

他 

合計 インバ

ウンド 

アウト

バウン

ド 

日本 

県内企

業団体 

日本 

県外企

業団体 

中国 

企業 

団体 

11 3 100 220 337 1 12 0 56 0 84 824 

 
３ 事業内容 
(１)  経済交流の推進 

① 県内企業への支援 

・中国全土を対象に企業立地環境、消費市場等について情報収集・提供 

・中国国内の専門家（会計、法務等）による専門相談、販路拡大支援 

② 中国からの企業誘致 

③ 観光客の誘致（観光ＰＲ活動の実施） 

(２)  学術文化交流等の各種交流事業への支援 

  ・学術研究交流、文化交流、環境協力、留学生受入などの各種交流事業の支援 

(３) 「富山ファン倶楽部」への活動支援 

  ・研修や留学などで富山県に滞在経験等のある中国人により構成する「富山ファン倶楽部」

の事務局運営などの活動支援 

(４)  その他 

  ・企業や大学等が自由に利用できる事務スペースの設置 
 

◆ 問い合わせ先 

  富山県大連事務所 

   〒 116011 中 国遼寧省大連市西崗区中山路 147 号 申貿大厦７Ｆ 

TEL +86‐411‐8368‐7879  FAX +86‐411‐8368‐2919 

E-mail: dalian@toyama.com.cn    URL http://www.tic-toyama.or.jp/dalian/    
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◎ 日本海学推進機構 

 

１  趣 旨 

 日本海とその周辺及び関連地域全体を、生命の源である海を共有する一つのまとまりとして

とらえ、海との関わりを軸にその自然・文化・歴史・経済などを総合的に研究し、新たな領域

を創造するとともに、地域間の交流を促進し生命の輝きが増す未来を構想する取り組みである

日本海学を推進します。 

 

２  機 能 

・ 研究プロジェクトの企画立案  ・研究成果の蓄積及びデータベースの構築 

・ 関係機関との連携の推進    ・日本海学普及に関する事業の企画立案 など 
 

３ 組織の概要 

  設     置     者    公益財団法人とやま国際センター 

 事     務     局   富山県国際課内 

  設  立  年  月  日  平成 15 年２月 10 日 

運   営   委   員  推進機構の運営について審議します。（10 名） 

専   門   委   員  研究の方向性についてそれぞれの専門分野から指導助言を行います。 

(10 名) 

ア ド バ イ ザ ー   日本海学の推進に関する情報提供･助言を行います。 

 

 

◆  問い合わせ先 

 日本海学推進機構   

  〒930-8501 富山市新総曲輪１－７（富山県国際課内） 

TEL 076‐444‐3156  FAX 076‐444‐9612 

URL http://www.nihonkaigaku.org/ 
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４ 国際理解・研修事業 

① 語学講座の開催（英語、中国語、韓国語、ベトナム語） 

② 国際理解出前講座 

③ 国際交流サロン 

④ とやま国際塾 

⑤ 一日留学体験講座 

⑥ 国際交流ひろば 

⑦ 英語読書会 

⑧ 国際理解のための教材、国旗及び民族衣装の貸出し 

 ５ 情報サービス事業 

① 情報発信事業 

・ホームページ、ＳＮＳ、機関紙「ＴＩＣ ＮＥＷＳ」 

② 国際交流人材バンク 

６ 富山県大連事務所運営事業 

 ① 経済交流の推進 

 ② 各種交流事業への支援 

 ③ 富山ファン倶楽部の活動 

７ 日本海学推進事業 

① 日本海学講座 

② 日本海学シンポジウム 

③ 大学講座等推進事業 

④ 日本海学研究グループ支援事業 

  ⑤ 環日本海学術ネットワーク特定テーマ研究支援事業 

  ⑥ 富山湾の魅力体験親子教室 

 ８ 旅券関係事業 

   旅券発給申請の受理及び交付事務の補助業務等 

    富山市：マリエとやま７階「富山県旅券センター」     ＴＥＬ：(076)445-4581 

    高岡市：御旅屋セリオ７階「富山県旅券センター高岡支所」 ＴＥＬ：(0766)27-1855  

（高岡旅券センター） 

 

◆ 問い合わせ先  公益財団法人とやま国際センター 

          〒930-0856 富山市牛島新町５－５ インテックビル ４Ｆ 

                ＴＥＬ(076)444-2500   ＦＡＸ(076)444-2600 

                     ホームページ： http://www.tic-toyama.or.jp/ 

                         e-mail: tic@tic-toyama.or.jp 
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５ 公益財団法人とやま国際センター（ＴＩＣ） 

    T oyama International Center Foundation 
 

 公益財団法人とやま国際センターは、県民総参加の国際交流を展開し、富山県の国際化を推進するこ

とを目的として、県内の行政機関、大学、経済界、各交流団体ならびに県民各層の方々が一体となり協

力して設立された「民間レベルの国際交流」のための団体です。 

 同センターは、富山駅北地区インテックビル(タワー111)４階にあり、県民の皆様に海外の各種の情報

を提供するとともに、海外から訪れた外国人には、富山県の情報や滞在の便益を提供しています。また、

異文化とのふれ合いや相互交流、相互理解を深めるための事業のほか、さまざまな国際交流・協力、多

文化共生事業を展開しています。 

 平成２年１月、富山県における中核的民間国際交流組織として自治大臣の認定を受け、行政機関と民

間団体や県民の橋渡し役として活動してきたところですが、平成６年４月、富山県海外協会と統合し、

青年海外協力隊の国際協力関係業務や旅券関係業務を加え、常勤の理事を置くなど組織体制が強化され

ました。また、平成７年３月には、特定公益増進法人の認定を受け、情報提供機能の強化や新たな事業

を展開するため、一層の財政基盤の充実に取り組んでいます。 

平成15年２月には、日本海学の研究推進と普及を図るため「日本海学推進機構」を設立したほか、同

年４月には、日本への留学を志す外国青年に対し大学の進学に必要な日本語教育を行う「TIC 日本語学

校」を開校しました（平成18年３月閉校）。また、平成16年４月には、中国との経済、文化等の交流活

動支援のため、中国大連市内に「富山県大連事務所」を開設するとともに、環日本海についての理解を

深め交流を推進する場として、富山市内に「環日本海交流会館」を運営していました（令和４年度で運

営終了）。 

平成23年４月には、平成20年12月にスタートした新公益法人制度に対応するため、公益財団法人に

移行しました。 
 

＜ 令和６年度 主な事業 ＞ 

 １ 国際交流事業 

① 草の根国際交流等の活動に対する助成 

② とやま国際草の根交流賞 

③ 国際交流フェスティバル 

④ 国際交流団体等ネットワーク化推進 

２ 国際協力事業 

①  とやま研修員等の受入事業 

②  外国人留学生への支援 

・県費留学生の受入 

・私費留学生への支援 

・アセアン留学生の受入 

③  NOWPAP（北西太平洋地域海行動計画）支援協力事業 

④  青年海外協力隊事業への支援 

⑤  海外移住者及び関連団体への支援 

３ 多文化共生事業 

① 多文化共生フォーラム開催事業 

② 富山県外国人ワンストップ相談センターの運営 

③ 地域日本語教育事業 

④ 外国語の絵本よみきかせ親子の会 

⑤ 災害時の外国人支援のための防災訓練事業 

⑥ オンライン多文化理解連続講座 

⑦ こどものためのグローバル教育セミナー 
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３ 外国教育施設日本語指導教員派遣事業
Regional and Educational Exchanges for Mutual Understanding

（1） 　事業の目的

（2） 　派遣事業の内容

（3） 　派遣期間　　毎年４月から２年間（日本語教授法等の事前研修を含む。）

（4） 　派遣先　本事業は姉妹都市提携等による交流を基礎として、原則、提携先の学校に派遣されます。

（5） 　派遣実績

【派遣者】

アメリカ合衆国オレゴン州 中華人民共和国　遼寧省 ブラジル　第三アリアンサ

 ２ 野 上 裕 子 - -

野 上 裕 子 、 山 下 徹

林 要 昭

山 下 徹 、 林 要 昭

越 井 寿 雄

 ５ 越 井 寿 雄 、 水 井 修 - -

 ６ 水 井 修 、 宮 島 敏 枝 - -

 ７ 宮 島 俊 枝 、 渡 部 隆 志 - -

 ８ 渡 部 隆 志 -

 ９ -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16

17

18

19

20

21 -

22 -

23 -

中 野 亜 希 子 川 上 徹 宮 川 純

- 高 井 奈 央 子 谷 英 志

29 - - 土 田 俊 輔

- - 中 村 健 太 郎

吉 野 俊 哉

島 田 裕 次 郎

倉 橋 尚 子

青 木 希

中 野 徹 生

岩 瀬 裕 嗣

酒 井 和 重

吉 田 真 紀 子

竹 林 和 美

H24～25

H26～27

H

H30～R1

河 合 玲 子

金 井 美 涼

H

H

H

H

大 木 伸 宏

前 田 隆 史

中 田 知 子 川 口 明 子

梅 木 愛 玉 分 昭 光

石 井 仁

H

H

H

H

　富山県では、公立の中学・高校の教員を外国の中等教育施設へ派遣し、日本語教育や教育・文化交流
活動を通して、我が国の学校教育の国際化及び地域レベルの国際交流を促進しています。
　本事業は、平成25年度までは地方公共団体が、文部科学省及び総務省の協力を得て行うREXプログラ
ムにより実施していましたが、平成26年度からは、県単独事業となりました。
　さらに、平成27年7月28日に独立行政法人国際協力機構（JICA）と富山県の間で、日本語指導教員派
遣を行うための合意書を交換、締結されたことにより、平成28年度からはJICAの「日系社会青年海外協力
隊事業」（現職教員特別参加制度）により、ブラジルへの教員派遣を行うこととなりました。

　・地方公共団体は、姉妹都市交流等地域レベルの国際交流事業の一環として、中・高等学校の教員を外国の
    中等教育施設に派遣します。
　・派遣教員は、派遣先で日本語教育に従事し、地域レベルの国際交流活動を行います。
　・帰国した派遣教員は、地方公共団体が実施する地域レベルの国際交流活動に協力します。

　　本県からは、友好提携先である中国・遼寧省及びアメリカ・オレゴン州、県出身移住者の子弟の多いブラジ
　ル・サンパウロ州第三アリアンサ地区に日本語教師を30名以上派遣しました。

H

H

H

H

H

H

H

H

H

　・海外において日本語、日本文化の普及を果たすこと。
　・我が国の学校教育の国際化を促進すること。
　・地域における国際交流を促進すること。

年度

H

H

H

-

- ３

H  ４

-

-

H
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